
Ｈ２９秋季地方ブロック土木部長会議 

議題「インフラメンテナンスや国土強靱化の推進について」 

総合政策局 公共事業企画調整課 

 

１．推進状況 

 ○インフラメンテナンスをめぐる最近の動き 

  ・社会資本メンテナンス戦略小委員会（第３期）の発足      

  ・公共施設等総合管理計画の策定状況     

  ・インフラメンテナンス国民会議（地方フォーラムの展開）  

  ・アセットマネジメント協会への入会について 

 

 ○国土強靱化をめぐる最近の動き 

  ・基本計画の見直し       

  ・地域計画の策定状況      

    （地域計画の良い事例…和歌山県、札幌市）  

 

２．課題 

 ○インフラメンテナンス 

  ・公共施設等総合管理計画において今後の維持管理・更新にかかる費用が明確になって

いない計画が多い。 

 

○国土強靱化 

  ・市区町村の地域計画の策定が伸び悩んでいる。 

  ・事業内容や事業規模が必ずしも明確ではない計画が見られる 

 

３．論点 

 ○インフラメンテナンス 

  ・維持管理・更新の費用を把握するため、国でマニュアル等の策定を予定しているが、

個別施設計画について国のマニュアル等の方針に沿って策定する上での課題はある

か？ 

・市区町村の個別施設計画の策定を支援することについて、どのような課題があるか？ 

 

 ○国土強靱化 

  ・策定済みの都道府県強靱化計画を見直し、事業規模が見える計画への改訂に向けて、

国の基本計画の見直しと同時に進めるうえでの課題はあるか？ 

・市区町村における地域計画の策定を促進するため、国や都道府県はどのような取組み

を行うべきか？ 

資料４－１
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資料３ 

 
 

技術部会説明資料 
 

平成２９年９月２６日 

 

社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会 

社会資本メンテナンス戦略小委員会（第３期）について（案） 

 

                                 社会資本整備審議会 

                  交通政策審議会技術分科会 技術部会 

 

１．経緯 

国土交通省では、平成 24 年７月に国土交通大臣から社会資本整備審議会及

び交通政策審議会（以下、「審議会」という）に、「今後の社会資本の維持管理

・更新のあり方について」の諮問が行われた。本諮問を受け、審議会は、同年

同月に社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会（以下、「技

術部会」という）にこれを付託し、更に技術部会では、社会資本メンテナンス

戦略小委員会（以下、「小委員会」と言う）を設置して、これまで 18 回にわた

り調査審議を進め、以下の答申・提言をとりまとめた。 

・平成 25 年 12 月 「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」答申 

・平成 26 年 8 月 「民間資格の登録制度の創設について」提言 

・平成 27 年 2 月 「市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して」提言 

「社会資本のメンテナンス情報に関わる３つのミッョンとその推進方策」提言 

国土交通省では平成 25 年をメンテナンス政策元年と位置付け様々な取組を

進めてきたところであるが、的確な維持管理に向けて体制や予算等の見通しを

持つことが出来ず社会資本の管理責任を果たせなくなるおそれのある市町村も

未だ多いと想定される。 

このため、メンテナンス政策元年から５年が経過するのにあたり、施策の進

捗や市町村の動向等を把握してこれまでの取組のレビューを行うとともに、今

後の取組の方向性について検討を行う。 

 

２．主な検討事項 

 ・これまでの取組のレビュー 

１） 市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制 

２） 社会資本のメンテナンス情報 

３） 民間資格の登録制度 

４） 答申以降の国土交通省や地方自治体の取組等の動向 

 ・今後の取組の方向性 

 

３．審議のスケジュール 

平成 29 年度内にはこれまでの取組のレビューを行い、平成 30 年度以降、今

後の取組の方向性について検討を行う。 
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社会資本メンテナンス戦略小委員会の経緯 

 

7 月 31 日     社会資本メンテナンス戦略小委員会 設置 

 

1 月 30 日     緊急提言「本格的なメンテナンス時代に向けたインフラ政策 

の総合的な充実」 

5 月 30 日     中間答申「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」 

10 月 4 日     インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議の設置 

11 月 29 日     インフラ長寿命化基本計画 策定 

12 月 25 日    答申「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」公表 

 

4 月 16 日 社会資本メンテナンス戦略小委員会（第 2期）開催 

（以下の４つのテーマについて検討） 

・点検・診断に関する資格制度の確立 

・維持管理を円滑に行うための体制、地方公共団体等の支援方策 

・維持管理・更新に係る情報の共有化、見える化 

・メンテナンス技術の国際化 

4 月 22 日    公共施設等総合管理計画策定の要請(総務省) 

5 月 21 日   国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画） 策定 

8 月 22 日    緊急提言「民間資格の登録制度の創設について」の公表 

 

2 月 27 日  「市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を 

目指して」の公表 

「社会資本のメンテナンス情報に関わる３つのミッションと 

その推進方策」の公表 

   

2 月 29 日   社会資本整備審議会・交通政策審議会 第１７回技術部会 

「今後の社会資本の維持管理･更新のあり方について」（答申） 

のフォローアップと報告 

 

3 月 31 日  公共施設等総合管理計画策定率 98％を達成 

 

平成 24 年 

平成 25 年 

平成 26 年 

平成 27 年 

平成 28 年 

平成 29 年 
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今
後
の
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
の
あ
り
方
に
つ
い
て
答
申
の
概
要

維
持
管
理
・
更
新
に
関
す
る
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、
今
後
目
指
す
べ
き
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
の
方
向
性
、
戦
略
的
な
維
持
管
理
・
更
新
に
関

す
る
基
本
的
な
考
え
方
及
び
国
土
交
通
省
等
が
重
点
的
に
講
ず
べ
き
具
体
的
施
策
に
関
し
て
、
技
術
部
会
社
会
資
本
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
戦
略
小
委
員
会

（
平
成
２
４
年
７
月
設
置
）
に
お
い
て
審
議
し
、
取
り
ま
と
め
た
も
の
。

主
旨 ○
社
会
経
済
情
勢
と
こ
れ
ま
で
の
取
組

○
国
土
交
通
省
所
管
施
設
の
実
態
と
課
題

○
こ
れ
ま
で
の
維
持
管
理
・
更
新
に
関
す
る
技
術
的
進
歩
の
推
移
と
課
題

第
１
章
維
持
管
理
・
更
新
の
現
状
と
課
題

第
３
章
戦
略
的
な
維
持
管
理
・
更
新
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

社
会
資
本
に
よ
っ
て
人
々
に
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
が
次
世
代
へ
も
適
切
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
、
今
後
目
指
す
べ
き
１
０
の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理

○
国
の
責
務

○
国
民
の
理
解
と
協
力
の
促
進

○
社
会
資
本
と
し
て
の
役
割
を
持
続
的
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
維
持
管
理
・
更
新

○
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
の
維
持
管
理
・
更
新

○
豊
か
な
暮
ら
し
・
環
境
や
活
力
あ
る
経
済
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
維
持
管
理
・
更
新

○
維
持
管
理
・
更
新
の
重
点
化

○
機
能
・
費
用
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
維
持
管
理
・
更
新

○
ス
ト
ッ
ク
全
体
を
見
渡
し
た
調
査
・
診
断
、
評
価
及
び
活
用

○
技
術
開
発
の
推
進

○
分
野
横
断
的
な
連
携
、
多
様
な
担
い
手
と
の
連
携

第
４
章
戦
略
的
な
維
持
管
理
・
更
新
の
た
め
に
重
点
的
に
講
ず
べ
き
施
策

現
在
直
面
し
て
い
る
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
国
土
交
通
省
等
が
重
点
的
に
講
ず
べ
き
具
体
的
施
策
を
提
言

○
維
持
管
理
・
更
新
へ
の
「
戦
略
的
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
思
想
」
の
導
入

○
維
持
管
理
・
更
新
を
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
行
う
た
め
の
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
再
構
築

○
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
維
持
管
理
・
更
新
計
画
の
策
定

○
維
持
管
理
・
更
新
に
係
る
予
算
確
保

○
維
持
管
理
・
更
新
に
係
る
入
札
契
約
制
度
の
改
善

○
維
持
管
理
・
更
新
に
軸
足
を
置
い
た
組
織
・
制
度
へ
の
転
換

○
施
設
の
点
検
・
診
断
、
評
価
、
設
計
及
び
修
繕
等
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
技
術
者
・
技
能
者
の
育
成
・
支
援
、
資
格
制
度
の
確
立

２
．
維
持
管
理
・
更
新
を
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
行
う
た
め
の
取
組

○
全
て
の
施
設
の
健
全
性
等
を
正
し
く
着
実
に
把
握
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
確
立

○
維
持
管
理
・
更
新
に
係
る
情
報
の
収
集
・
蓄
積
と
カ
ル
テ
の
整
備

○
施
設
の
健
全
性
等
及
び
そ
の
対
応
方
針
の
国
民
へ
の
公
表
と

国
民
の
理
解
と
協
力
促
進

１
．
施
設
の
健
全
性
等
を
正
し
く
着
実
に
把
握
す
る
た
め
の
取
組

○
効
率
的
・
効
果
的
な
維
持
管
理
・
更
新
の
た
め
の
技
術
開
発
等

○
分
野
や
組
織
を
超
え
た
連
携
と
多
様
な
主
体
と
の
連
携
等

○
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
支
援

○
地
方
公
共
団
体
等
が
円
滑
に
維
持
管
理
・
更
新
を
行
う
た
め
の
枠
組
み
の
提
示

３
．
維
持
管
理
・
更
新
の
水
準
を
高
め
る
た
め
の
取
組

社
会
資
本
整
備
審
議
会
・
交
通
政
策
審
議
会

・
国
民
の
安
全
、
社
会
経
済
活
動
を
支
え
て
い
る
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
の
重
要
性

・
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
に
重
点
を
お
い
た
体
制
の
構
築

・
幅
広
い
分
野
に
及
び
性
質
が
異
な
る
社
会
資
本
の
条
件
を
考
慮
し
た
課
題
の
検
討

・
国
民
と
一
体
と
な
っ
た
社
会
資
本
の
維
持
管
理
へ
の
取
組
の
実
現

第
２
章
今
後
目
指
す
べ
き
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
の
方
向
性

○
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
維
持
管
理
・
更
新
の
実
施
状
況
に
関
す
る
現
状
と
課
題

○
国
土
交
通
省
所
管
の
社
会
資
本
に
関
す
る
維
持
管
理
・
更
新
費
の
推
計
と
課
題

○
維
持
管
理
・
更
新
に
関
す
る
制
度
面
、
体
制
面
で
の
現
状
と
課
題
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社
会
資
本
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
確
立
に
向
け
た
緊
急
提
言
：
民
間
資
格
の
登
録
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
の
概
要

（
１
）
答
申
・
法
律
等
に
お
け
る
資
格
制
度
の
方
向
性

（
２
）
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
資
格
制
度
の
活
用
状
況

（
３
）
点
検
・
診
断
等
に
関
す
る
既
存
資
格
の
現
状

（
４
）
点
検
・
診
断
等
の
資
格
に
関
す
る
課
題

・
現
在
、
様
々
な
民
間
資
格
の
技
術
内
容
・
水
準
を
評
価
す
る
仕
組
み
が
な
い

社
会
資
本
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
民
間
資
格
の
登
録
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
講
じ
る
べ
き
措
置
の
内
容
及
び
今
後
の
検
討
課
題
に
つ
い
て
、

緊
急
提
言
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
。

主
旨

○
国
土
交
通
省
は
必
要
と
す
る
知
識
・
技
術
水
準
を
明
ら
か
に
示
す
。

○
社
会
資
本
の
維
持
管
理
に
関
す
る
様
々
な
民
間
資
格
を
評
価
し
、
技
術
水
準
が
確

保
さ
れ
た
資
格
の
活
用
を
図
る
た
め
、
以
下
の
方
向
で
資
格
制
度
を
構
築
。

（
１
）
法
令
・
基
準
等
に
基
づ
き
確
実
に
点
検
・
診
断
等
が
実
施
で
き
る
技
術
者
の

確
保

（
２
）
点
検
・
診
断
等
の
発
注
業
務
単
位
と
連
動
し
た
資
格
制
度

（
３
）
最
新
の
点
検
・
診
断
技
術
等
を
修
得
し
た
技
術
者
を
評
価
す
る
資
格
制
度

社
会
資
本
整
備
審
議
会
・
交
通
政
策
審
議
会
技
術
分
科
会
技
術
部
会

（
１
）
登
録
要
件
並
び
に
点
検
・
診
断
等
に
必
要
な
知
識
・
技
術
の
明
確
化

（
２
）
民
間
資
格
を
対
外
的
に
広
く
募
集
（
公
募
）

（
３
）
第
三
者
の
意
見
を
踏
ま
え
た
民
間
資
格
の
評
価
・
登
録

（
４
）
登
録
資
格
を
広
く
周
知
（
公
示
）

（
５
）
登
録
さ
れ
た
民
間
資
格
の
積
極
的
な
活
用

（
１
）
今
回
の
検
討
対
象
以
外
の
施
設
分
野
・
業
務
分
野
へ
の
対
応

（
２
）
施
設
・
業
務
の
分
野
横
断
的
な
資
格
へ
の
拡
充
、
分
野
間
の
連
携
・
調
整

（
３
）
資
格
取
得
を
通
じ
た
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
仕
組
み
の
構
築

（
４
）
行
政
職
員
の
能
力
向
上

（
５
）
新
た
な
資
格
の
創
設

（
６
）
維
持
管
理
以
外
の
業
務
範
囲
へ
の
展
開
等

（
１
）
対
象
施
設

・
当
面
検
討
を
急
ぐ
所
管
施
設
か
ら
検
討
を
進
め
、
段
階
的
に
拡
充
を
図
る
。

（
２
）
対
象
業
務

・
維
持
管
理
に
関
す
る
一
連
の
業
務
（
点
検
、
診
断
、
補
修
設
計
等
）
に
お
い
て
、
民
間
事

業
者
に
外
注
を
行
っ
て
い
る
業
務
で
、
当
面
検
討
を
急
ぐ
も
の
か
ら
検
討
を
進
め
、
段
階

的
に
充
実
を
図
る
。

（
３
）
対
象
業
務
の
技
術
水
準

・
一
般
的
な
施
設
の
点
検
・
診
断
等
の
業
務
の
実
施
に
あ
た
り
、
通
常
必
要
と
す
る
技
術

水
準
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。

（
４
）
対
象
技
術
者
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
評
価

・
技
術
者
（
管
理
技
術
者
、
担
当
技
術
者
）
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
知
識
・
技
術
の
明
確
化
。

１
.
資
格
制
度
を
取
り
巻
く
現
状
と
課
題

２
.
目
指
す
べ
き
資
格
制
度

３
．
資
格
制
度
の
対
象
と
す
る
施
設
等

５
．
民
間
資
格
の
評
価
・
登
録
の
プ
ロ
セ
ス

６
．
今
後
の
更
な
る
検
討
に
向
け
て

４
．
民
間
資
格
の
登
録
要
件
等

（
１
）
民
間
資
格
の
登
録
要
件
の
設
定
等

①
登
録
区
分
は
標
準
的
な
発
注
業
務
単
位
を
勘
案
す
る

②
一
定
の
登
録
期
限
（
概
ね
５
年
程
度
）
を
設
け
る

③
登
録
に
あ
た
っ
て
の
確
認
事
項

・
団
体
の
運
営
管
理
体
制

・
資
格
試
験
等
の
運
営
・
審
査
体
制

・
資
格
付
与
試
験
等
で
求
め
る
技
術
的
事
項

・
資
格
取
得
者
の
管
理
体
制

・
資
格
取
得
後
の
更
新
規
定

・
資
格
の
消
除
規
定

（
２
）
民
間
資
格
の
登
録
後
の
運
用

①
申
請
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
の
報
告
の
聴
取

②
資
格
の
運
営
状
況
を
定
期
的
に
把
握

③
登
録
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
に
お
け
る
登
録
の
取
消

-6-
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市
町
村
に
お
け
る
持
続
的
な
社
会
資
本
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
体
制
の
確
立
を
目
指
し
て
概
要
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社
会
資
本
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
情
報
に
関
わ
る
３
つ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
そ
の
推
進
方
策
概
要

-8-
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公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
の

策
定

状
況

〈
都

道
府

県
〉

年
平

均
総

額
算

出
期

間
備

考
年

平
均

総
額

算
出

期
間

備
考

北
海

道
北

海
道

H
2
7
.6

青
森

県
H

2
8
.2

岩
手

県
H

2
8
.3

2
3
6
億

7
,0

7
0
億

3
0
年

5
0
4
億

1
5
,1

1
2
億

3
0
年

宮
城

県
H

2
8
.7

3
0
9
億

1
2
,3

9
4
億

4
0
年

3
4
7
億

3
,4

7
0
億

1
0
年

秋
田

県
H

2
8
.3

2
1
9
億

6
,5

8
4
億

3
0
年

3
8
3
億

1
1
,5

0
2
億

3
0
年

山
形

県
H

2
6
.1

2
(1

1
0
億

)
(3

,2
9
0
億

)
3
0
年

県
営

住
宅

等
一

部
施

設
を

除
く

(1
3
2
億

)
(3

,9
4
9
億

)
3
0
年

主
要

6
施

設
の

み

福
島

県
H

2
9
.3

<
1
2
0
億

>
2,

40
0億

2
0
年

<
4
3
9
億

>
8,

78
0億

2
0
年

グ
ラ

フ
か

ら
読

み
取

り
茨

城
県

H
2
7
.3

3
0
0
億

1
8
,0

0
0
億

6
0
年

栃
木

県
H

2
8
.1

2
2
0
0
億

-
5
0
年

1
5
0
億

-
5
0
年

群
馬

県
H

2
8
.3

(7
.5

億
)

(2
2
4
億

)
3
0
年

庁
舎

等
の

み
(2

.3
億

)
(9

0
億

)
4
0
年

河
川

構
造

物
の

み
埼

玉
県

H
2
7
.3

(5
8
6
億

)
(1

7
,5

6
8
億

)
3
0
年

公
営

企
業

施
設

を
除

く
5
1
0
億

-
3
0
年

公
営

企
業

施
設

を
除

く

千
葉

県
H

2
8
.2

2
8
3
億

-
3
0
年

(3
5
億

)
橋

梁
 1

,1
7
2
億

河
川

管
理

施
設

 3
0
0
億

港
湾

施
設

 2
7
4
億

5
0
年

橋
梁

・
河

川
管

理
施

設
・
港

湾
施

設
の

維
持

管
理

費
の

み

東
京

都
H

2
9
.2

<
3
,4

3
4
億

>
7
9
,0

0
0
億

2
3
年

神
奈

川
県

H
2
9
.3

3
3
0
億

9
,9

0
8
億

3
0
年

4
0
4
億

1
2
,1

4
6
億

3
0
年

公
営

企
業

施
設

を
除

く
新

潟
県

H
2
8
.3

富
山

県
H

2
8
.2

2
0
1
億

8
,0

3
4
億

4
0
年

1
1
7
億

4
,7

0
0
億

4
0
年

石
川

県
H

2
9
.3

(2
7
7
億

)
(8

,3
1
5
億

)
3
0
年

舗
装

、
橋

梁
を

含
む

(2
7
7
億

)
(8

,3
1
5
億

)
3
0
年

橋
梁

、
舗

装
に

建
物

を
加

え
た

費
用

福
井

県
H

2
8
.3

9
5
億

2
,8

6
0
億

3
0
年

(4
2
億

)
(1

,2
5
0
億

)
3
0
年

橋
梁

の
み

山
梨

県
H

2
7
.1

2
1
5
7
億

7
,8

6
8
億

5
0
年

1
2
6
億

6
,3

0
0
億

5
0
年

長
野

県
H

2
9
.3

3
5
0
億

1
4
,0

0
0
億

4
0
年

岐
阜

県
H

2
7
.8

1
4
4
億

3
,4

5
1
億

2
4
年

1
8
3
億

4
,3

8
4
億

2
4
年

静
岡

県
H

2
7
.2

(1
8
8
億

)
(5

,6
4
0
億

)
3
0
年

県
営

住
宅

等
一

部
施

設
を

除
く

5
0
0
億

-
3
0
年

愛
知

県
H

2
7
.3

3
8
3
億

1
1
,5

0
0
億

3
0
年

7
1
0
億

2
1
,3

0
0
億

3
0
年

三
重

県
H

2
7
.3

2
2
9
億

9
,1

4
1
億

4
0
年

滋
賀

県
H

2
8
.3

(1
7
7
億

)
(5

,3
0
0
億

)
3
0
年

公
営

企
業

施
設

を
除

く
1
7
6
億

5
,2

9
0
億

3
0
年

公
営

企
業

施
設

を
除

く
京

都
府

H
2
9
.3

<
1
1
8
億

>
4
,7

0
0
億

4
0
年

1
6
0
億

6
,7

0
0
億

4
0
年

大
阪

府
H

2
7
.1

1
4
4
0
億

1
7
,6

0
8
億

4
0
年

兵
庫

県
H

2
9
.3

2
3
4
億

1
0
,0

0
0
億

4
5
年

奈
良

県
H

2
8
.3

2
0
0
億

8
,0

0
0
億

4
0
年

和
歌

山
県

H
2
9
.3

1
3
2
億

3
,9

6
9
億

3
0
年

1
4
4
億

4
,3

1
5
億

3
0
年

鳥
取

県
H

2
8
.3

1
3
8
億

5
,5

3
3
億

4
0
年

1
4
7
億

5
,9

1
0
億

4
0
年

島
根

県
H

2
7
.9

1
5
2
億

4,
41

0億
2
9
年

(1
3
5
億

)
(3

,9
05

億
)

2
9
年

グ
ラ

フ
か

ら
読

み
取

り
道

路
、

橋
梁

、
上

水
・
工

業
用

水
道

、
下

水
道

の
み

岡
山

県
H

2
9
.3

1
1
1
億

4
,4

2
3
億

4
0
年

(4
6
億

)
(2

,3
2
0
億

)
5
0
年

橋
梁

の
み

広
島

県
H

2
6
.1

2
山

口
県

H
2
7
.3

3
2
4
億

8
,7

5
7
億

2
7
年

3
7
3
億

1
0
,0

5
8
億

2
7
年

徳
島

県
H

2
7
.3

(6
4
億

)
(2

,5
7
4
億

)
4
0
年

庁
舎

等
公

用
・
公

共
施

設
の

み
(1

5
億

)
(7

3
6
億

)
4
0
年

橋
梁

(1
5
m

以
上

)の
み

香
川

県
H

2
8
.3

(4
2
0
億

)
(1

2
,6

0
0
億

)
3
0
年

イ
ン

フ
ラ

施
設

と
合

算
※

個
別

費
用

は
グ

ラ
フ

の
み

掲
載

(4
2
0
億

)
(1

2
,6

0
0
億

)
3
0
年

建
物

施
設

と
合

算
※

個
別

費
用

は
グ

ラ
フ

の
み

愛
媛

県
H

2
9
.3

　
高

知
県

H
2
9
.3

(1
6
6
億

)
(4

,9
6
7
億

)
3
0
年

更
新

（
建

替
）
費

用
の

み

福
岡

県
H

2
9
.3

(1
,1

7
3
億

)
(5

8
,6

4
0
億

)
5
0
年

イ
ン

フ
ラ

施
設

と
合

算
(1

,1
7
3
億

)
(5

8
,6

4
0
億

)
5
0
年

建
物

施
設

と
合

算

佐
賀

県
H

2
7
.1

0
5
6
億

1
,6

7
8
億

3
0
年

9
5
億

-
5
0
年

長
崎

県
H

2
7
.1

2
9
7
億

3
,8

6
4
億

4
0
年

(2
6
億

)
-

5
0
年

橋
梁

、
ト

ン
ネ

ル
の

み
熊

本
県

H
2
9
.3

1
8
7
億

5,
61

0億
3
0
年

大
分

県
H

2
7
.7

9
5
億

1
,8

9
3
億

2
0
年

宮
崎

県
H

2
8
.9

1
6
8
億

6
,7

2
5
億

4
0
年

1
4
9
億

5
,9

5
0
億

円
4
0
年

鹿
児

島
県

H
2
7
.3

沖
縄

沖
縄

県
H

2
8
.1

2
3
2
6
億

1
6
,3

1
4
億

5
0
年

<
4
5
0
億

>
2
2
,5

1
2
億

円
5
0
年

全
国

年
平

均
維

持
管

理
・
更

新
費

用
4
0

全
国

計
年

平
均

換
算

3
2

2
6
,4

0
9

億
/
年

（
建

物
、

イ
ン

フ
ラ

）
1
0
,2

3
0

億
/
年

　
（
建

物
）

1
6
,1

7
9

イ
ン

フ
ラ

施
設

に
関

す
る

維
持

管
理

・
更

新
費

用
※

イ
ン

フ
ラ

施
設

に
は

、
一

般
的

に
道

路
、

河
川

管
理

施
設

、
港

湾
空

港
施

設
、

上
下

水
道

施
設

等
が

含
ま

れ
る

。

北
海

道
イ

ン
フ

ラ
長

寿
命

化
計

画

県
有

財
産

総
合

管
理

方
針

千
葉

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

都
有

施
設

等
総

合
管

理
方

針

福
島

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

建
物

施
設

に
関

す
る

維
持

管
理

・
更

新
費

用
※

建
物

施
設

に
は

、
一

般
的

に
庁

舎
、

学
校

、
公

営
住

宅
、

公
共

施
設

等
が

含
ま

れ
る

。
ブ

ロ
ッ

ク
都

道
府

県
計

画
の

名
称

策
定

年
月

東
北

青
森

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

方
針

岩
手

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

宮
城

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

方
針

あ
き

た
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

山
形

県
県

有
財

産
総

合
管

理
（
フ

ァ
シ

リ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
）
基

本
方

針

長
野

県
フ

ァ
シ

リ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
基

本
計

画

神
奈

川
県

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画

北
陸

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
富

山
県

公
共

施
設

等
総

合
管

理
方

針
石

川
県

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画

関
東

茨
城

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

栃
木

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

基
本

方
針

群
馬

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

福
井

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

関
東

山
梨

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

中
部

岐
阜

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

基
本

方
針

ふ
じ

の
く
に

　
公

共
資

産
最

適
管

理
基

本
方

針

愛
知

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

み
え

公
共

施
設

等
総

合
管

理
基

本
方

針

近
畿

滋
賀

県
公

共
施

設
等

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

基
本

方
針

京
都

府
公

共
施

設
等

管
理

方
針

大
阪

府
フ

ァ
シ

リ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
基

本
方

針
兵

庫
県

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
奈

良
県

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画

四
国

徳
島

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

香
川

県
県

有
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

中
国

鳥
取

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

島
根

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

基
本

方
針

岡
山

県
公

共
施

設
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
方

針

愛
媛

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

九
州

福
岡

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

佐
賀

県
フ

ァ
シ

リ
テ

ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
基

本
方

針
長

崎
県

公
共

施
設

等
総

合
管

理
基

本
方

針
経

営
戦

略
的

視
点

に
立

っ
た

県
有

財
産

の
総

合
的

な
管

理
に

関
す

る
基

本
方

針

大
分

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

指
針

高
知

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

和
歌

山
県

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画

全
国

計
年

平
均

換
算

億
/
年

　
（
イ

ン
フ

ラ
）

広
島

県
公

共
施

設
等

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

方
策

山
口

県
公

共
施

設
等

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

基
本

方
針

宮
崎

県
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

鹿
児

島
県

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
沖

縄
県

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画

※
（
　

）
は

一
部

施
設

の
み

記
載

、
－

は
記

載
な

し
、

＜
＞

は
換

算
値

、
斜

字
は

グ
ラ

フ
読

み
取

り
複

数
パ

タ
ー

ン
の

記
載

が
あ

る
場

合
、

長
寿

命
化

対
策

等
を

実
施

し
た

場
合

の
最

も
低

費
用

の
も

の
を

掲
載

※
（
　

）
は

一
部

施
設

の
み

記
載

、
－

は
記

載
な

し
、

＜
＞

は
換

算
値

、
斜

字
は

グ
ラ

フ
読

み
取

り
複

数
パ

タ
ー

ン
の

記
載

が
あ

る
場

合
、

長
寿

命
化

対
策

等
を

実
施

し
た

場
合

の
最

も
低

費
用

の
も

の
を

掲
載
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公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
の

策
定

状
況

〈
政

令
市

〉

年
平

均
総

額
算

出
期

間
備

考
年

平
均

総
額

算
出

期
間

備
考

北
海

道
札

幌
市

H
2
9
.3

4
2
9
億

-
3
0
年

東
北

仙
台

市
H

2
6
.3

(6
3
2
億

)
(3

1
,5

9
0
億

)
5
0
年

イ
ン

フ
ラ

施
設

と
合

算
(6

3
2
億

)
(3

1
,5

9
0
億

)
5
0
年

建
物

施
設

と
合

算
さ

い
た

ま
市

H
2
6
.3

6
2
億

-
3
7
年

2
0
4
億

-
3
7
年

千
葉

市
H

2
7
.5

<
2
1
3
億

>
6
,3

8
9
億

3
0
年

<
2
9
6
億

>
8
,8

7
1
億

3
0
年

川
崎

市
H

2
6
.3

2
5
5
億

-
2
0
年

横
浜

市
H

2
7
.3

<
5
2
3
億

>
1
0
,4

5
5
億

2
0
年

<
3
7
5
億

>
7
,4

9
5
億

2
0
年

相
模

原
市

H
2
7
.3

1
7
4
億

-
3
0
年

<
8
1
億

>
4
,0

5
0
億

5
0
年

北
陸

新
潟

市
H

2
7
.7

1
8
0
億

8
,9

8
8
億

5
0
年

道
路

　
6
7
億

橋
梁

　
5
3
億

公
園

　
1
6
億

上
水

道
　

8
5
億

下
水

道
　

1
2
3
億

-
5
0
年

静
岡

市
H

2
6
.4

3
0
9
億

9
,2

6
0
億

3
0
年

(2
5
億

)
(1

,2
5
0
億

)
5
0
年

橋
梁

の
み

浜
松

市
H

2
8
.3

1
8
1
億

9
,0

2
8
億

5
0
年

3
9
3
億

1
9
,6

4
7
億

5
0
年

名
古

屋
市

H
2
1
.3

<
6
9
4
億

>
3
4
,7

0
0
億

5
0
年

<
3
3
0
億

>
1
6
,5

0
0
億

5
0
年

京
都

市
H

2
7
.3

(2
9
5
億

)
(1

1
,8

1
5
億

)
4
0
年

更
新

費
用

の
み

<
2
9
億

>
橋

梁
　

2
,0

0
0
億

道
路

舗
装

　
2
6
0
億

1
0
0
年

3
0
年

橋
梁

、
道

路
舗

装
の

み

大
阪

市
H

2
7
.1

2
7
0
4
億

-
3
0
年

1
6
5
億

-
3
0
年

堺
市

H
2
8
.8

2
6
6
億

8
,0

0
6
億

3
0
年

神
戸

市
H

2
8
.3

○
岡

山
市

広
島

市
H

2
9
.2

4
7
5
億

1
8
,9

8
2
億

4
0
年

<
3
0
0
億

>
1
1
,9

9
5
億

4
0
年

北
九

州
市

H
2
8
.2

(3
0
1
億

)
(1

2
,0

4
0
億

)
4
0
年

更
新

費
用

の
み

5
7
0
億

2
2
,8

0
0
億

4
0
年

福
岡

市
H

2
0
.9

6
0
0
億

(1
7
,8

4
0
億

)
3
0
年

市
有

建
築

物
の

み
熊

本
市

全
国

年
平

均
維

持
管

理
・
更

新
費

用
1
7

政
令

市
計

年
平

均
1
3

政
令

市
計

年
平

均
換

算
1
2
,3

0
6

億
/
年

（
建

物
、

イ
ン

フ
ラ

）
7
,0

3
2

億
/
年

　
（
建

物
）

5
,2

7
4

億
/
年

　
（
イ

ン
フ

ラ
）

中
国

広
島

市
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

九
州

北
九

州
市

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
福

岡
市

ア
セ

ッ
ト

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

基
本

方
針

ブ
ロ

ッ
ク

都
道

府
県

計
画

の
名

称

近
畿

京
都

市
公

共
施

設
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
基

本
計

画

大
阪

市
公

共
施

設
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
基

本
方

針
堺

市
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

神
戸

市
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

新
潟

市
財

産
経

営
推

進
計

画

中
部

静
岡

市
ア

セ
ッ

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
基

本
方

針
浜

松
市

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
名

古
屋

市
ア

セ
ッ

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
基

本
方

針

関
東

さ
い

た
ま

市
公

共
施

設
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
計

画
・
第

1
次

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

千
葉

市
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

か
わ

さ
き

資
産

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

カ
ル

テ

横
浜

市
公

共
施

設
管

理
基

本
方

針
相

模
原

市
公

共
施

設
等

の
総

合
的

・
計

画
的

な
管

理
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

策
定

年
月

建
物

施
設

に
関

す
る

維
持

管
理

・
更

新
費

用
※

建
物

施
設

に
は

、
一

般
的

に
庁

舎
、

学
校

、
公

営
住

宅
、

公
共

施
設

等
が

含
ま

れ
る

。

イ
ン

フ
ラ

施
設

に
関

す
る

維
持

管
理

・
更

新
費

用
※

イ
ン

フ
ラ

施
設

に
は

、
一

般
的

に
道

路
、

河
川

管
理

施
設

、
港

湾
空

港
施

設
、

上
下

水
道

施
設

等
が

含
ま

れ
る

。

※
（
　

）
は

一
部

施
設

の
み

記
載

、
－

は
記

載
な

し
、

＜
＞

は
換

算
値

、
斜

字
は

グ
ラ

フ
読

み
取

り
複

数
パ

タ
ー

ン
の

記
載

が
あ

る
場

合
、

長
寿

命
化

対
策

等
を

実
施

し
た

場
合

の
最

も
低

費
用

の
も

の
を

掲
載

※
（
　

）
は

一
部

施
設

の
み

記
載

、
－

は
記

載
な

し
、

＜
＞

は
換

算
値

、
斜

字
は

グ
ラ

フ
読

み
取

り
複

数
パ

タ
ー

ン
の

記
載

が
あ

る
場

合
、

長
寿

命
化

対
策

等
を

実
施

し
た

場
合

の
最

も
低

費
用

の
も

の
を

掲
載

札
幌

市
市

有
建

築
物

及
び

イ
ン

フ
ラ

施
設

等
の

管
理

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

仙
台

市
公

共
施

設
総

合
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
プ

ラ
ン
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近
畿
フ
ォ
ー
ラ
ム

活
動
中

今
後
の
国
民
会
議
の
取
組
に
つ
い
て

〇
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
全
国
的
な
普
及
に
向
け
て
、
各
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
の
地
方
に
お
け
る
活
動
（
地
方
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
を
展
開

○
地
方
フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催
の
た
め
の
準
備
会
を
順
次
開
催
し
、
今
後
の
方
向
性
を
議
論

・
地
方
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
設
立
・
運
営
に
関
心
の
あ
る
会
員
を
メ
ル
マ
ガ
で
呼
び
か
け

（
5/

30
～
）

〈
討
議
テ
ー
マ
例
〉

・
橋
梁
点
検
車
が
使
え
な
い
幅
員
の
狭
い
橋
梁
に
お
け
る
効
率
的
な
点
検
技
術

・
桁
下
空
間
に
制
約
が
あ
る
橋
梁
に
お
け
る
効
率
的
な
点
検
技
術

・
圧
送
方
式
の
下
水
管
渠
に
お
け
る
効
率
的
な
点
検
技
術

・
化
粧
板
等
で
覆
わ
れ
て
い
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
効
率
的
な
点
検
技
術

・
大
口
径
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
下
水
管
渠
に
お
け
る
効
率
的
な
点
検
技
術

・
道
路
法
面
に
お
け
る
安
定
度
評
価
（
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）
を
行
う
た
め
の
効
率
的
な
点
検
技
術

自
治
体
の
課
題
解
決
に
向
け
た
課
題
整
理
や
技
術
紹
介
を
実
施

班
別
討
議
の
様
子

・
第
１
回
平
成

29
年

1月
31
日

・
第
２
回
平
成

29
年

3月
9日

・
第
３
回
平
成

29
年

3月
22
日

こ
れ
ま
で
の
実
施
状
況

・
第

1回
平
成

28
年

11
月

2日
・
第

2回
平
成

28
年

12
月

20
日

自
治
体
の
課
題
を
解
決
す
る
技
術
紹
介
等
を
通
じ
、
現
場
試
行
を
実
施

・
7月

28
日
討
議
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
ピ
ッ
チ

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
予
定
（
15

6社
が
申
し
込
み
）

こ
れ
ま
で
の
実
施
状
況

⇒
９
ブ
ロ
ッ
ク
で
準
備
会
を
開
催
予
定

（
北
海
道
、
東
北
、
関
東
、
北
陸
、
中
部
、
中
国
、
四
国
、

九
州
、
沖
縄
）

（
準
備
会
の
開
催
状
況
や
予
定
等

の
詳
細
は
、
会
員
メ
ル
マ
ガ

に
て
お
知
ら
せ
）

【
近
畿
フ
ォ
ー
ラ
ム
活
動
事
例
】

【
中
部
フ
ォ
ー
ラ
ム
活
動
事
例
】

〈
地
方
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
〉

〈
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
活
動
の
展
開
〉

上
半
期

下
半
期

近
畿

そ
の
他

H
3
0
年
度

ｲ
ﾝ
ﾌ
ﾗ
ﾒ
ﾝ
ﾃ
ﾅ
ﾝ
ｽ
大
賞

国
民
会
議

フ ォ ー ラ ム

H
2
9
年
度

地
方自
治
体
支
援

革
新
的
技
術

市
民
参
画

海
外
市
場
展
開

7/
24

第
1回
表
彰
式

H2
9 
総
会

各
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾗ
ﾑ
準
備
会
等
を
開
催
し
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
で
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

理
念
普
及
に
係
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（

2回
程
度
）

ｲ
ﾝ
ﾌ
ﾗ
ﾒ
ﾝ
ﾃ
ﾅ
ﾝ
ｽ
対
象
受
賞
案
件
の
広
報
、
水
平
展
開

H2
9秋

第
２
回

募
集
開
始

通
報
、
点
検
、
補
修
へ
の
市
民
参
画
事
例
の
水
平
展
開

7/
28

 ﾋ
ﾟｯ
ﾁ
ｲ
ﾍ
ﾞﾝ
ﾄ

ﾌ
ｫ
ｰ
ﾗ
ﾑ
、
ﾋ
ﾟｯ
ﾁ
ｲ
ﾍ
ﾞﾝ
ﾄの
開
催

・
革
新
的
河
川
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

・
公
共
建
築
物
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
効
率
化
技
術

6/
2 
ﾌ
ｫ
ｰ
ﾗ
ﾑ

in
 郡
山

7/
19
～
第

1回
技
術
ﾏ
ｯ
ﾁ
ﾝ
ｸ
ﾞｱ
ｲ
ﾃ
ﾞｱ
ｺﾝ
ﾃ
ｽ
ﾄ

新
た
な
テ
ー
マ
、
ピ
ッ
チ
イ
ベ
ン
ト
等
を
通
じ
た
企
業
マ
ッ
チ
ン
グ
、
現
場
試
行
等

海
外
市
場
の
情
報
共
有
や
具
体
案
件
の
戦
略
立
案
、
調
整

自
治
体
の
取
組
や
工
夫
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
よ
る
水
平
展
開

地
方
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
を
通
じ
た
地
方
自
治
体
へ
の
支
援
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地
方
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
つ
い
て

地
方
フ
ォ
ー
ラ
ム
設
立
の
背
景

■
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
国
民
会
議
は
H
2
8
.1
1
に
設
立
、
技
術
開
発
に
お
け
る
企
業
間
連
携
や
官
民
連
携
等
が
本
格
化

（
※
こ
れ
ま
で
地
方
の
取
組
と
し
て
も
、
近
畿
地
方
に
お
い
て
H
2
8
に
近
畿
本
部
を
設
立
）

■
今
後
、
地
方
自
治
体
が
革
新
的
な
技
術
等
の
実
装
を
進
め
、
個
別
施
設
計
画
や
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
を
着

実
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、
地
方
自
治
体
や
担
い
手
が
参
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
地
方
レ
ベ
ル
で
の
取
組
を
強
力
に
展

開
し
て
い
く
必
要

（
※
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
2
0
1
7
：
「
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
国
民
会
議
等
を
通
じ
て
、
民
間
の
活
力
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
活
用
推
進
や
優
良
事
例
の

全
国
展
開
等
を
図
る
。
」
、
内
閣
府
S
IP
に
お
い
て
H
2
8
地
域
実
装
支
援
チ
ー
ム
を
設
立
）

■
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
、
産
学
官
民
の
技
術
や
知
恵
を
総
動
員
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
な
る
地
方
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
立

国
民
会
議
の
目
的

1
.
革
新
的
技
術
の
発
掘
と
社
会
実
装

2
.
企
業
等
の
連
携
の
促
進

3
.
地
方
自
治
体
へ
の
支
援

4
.
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
理
念
の
普
及

5
.
イ
ン
フ
ラ
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
へ
の
市
民
参
画
の
推
進

国
民
会
議
の
概
要

•
産
学
官
民
の
技
術
や
知
恵
を
総
動
員
す
る
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

•
H
2
8
.1
1
.2
8
設
立

•
会
員
6
8
0
者

（
H
2
9
.9
.1
9
現
在
）

地
方
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
活
動

■
H
2
9
内
に
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
（
地
整
等
1
0
ブ
ロ
ッ
ク
）
単
位
に
設
立

（
※
地
域
独
自
の
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
は
可
能
）

■
自
治
体
の
個
別
施
設
計
画
（
H
3
2
ま
で
策
定
予
定
）
等
の
策
定
と
実
施
、
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平成 29 年 10 月 

「一般社団法人 日本アセットマネジメント協会（JAAM）」について 

 

○時代はメンテナンスサイクルからアセットマネジメントへ 

  老朽化したインフラだけがアセットマネジメントの対象ではありません。 

計画段階、建設中、維持管理、更新、廃棄に至るインフラのライフサイクルにわたる効率的な

マネジメントを展開するのがアセットマネジメントです。 

特に、メンテナンスサイクルを通じ、予防保全段階（判定区分Ⅱ）と判定された構造物につい

てはアセットマネジメントによる PDCA の適用が効果的です。 

アセットマネジメントは、インフラ・メンテナンスサイクル構築の発展型にほかなりません。 

 

○ISO 55001 シリーズの誕生 

2014 年 1 月に、アセットマネジメントシステムの国際規格 ISO 55000 シリーズが発行され、

本年 8月 25 日に、国土交通大臣及び経済産業大臣によって ISO 55000 シリーズに対応した JIS Q 

55000 シリーズが制定。 

 

○一般社団法人日本アセットマネジメント協会（JAAM）の設立 

日本版アセットマネジメント理念の確立とその支援技術の開発・普及を目的とする一般社団法

人日本アセットマネジメント協会（JAAM：Japan Association of Asset Management、会長 小

林潔司 京都大学教授）が本年 5月 19 日に設立。 

 

○JAAM 会員の構成（平成 29 年 10 月 12 日現在） 

  JAAM 設立以来、すでに 100 を超える組織、個人が入会 

法人正会員：40 組織、個人正会員：42 名  準会員（国、地方公共団体）：24 団体 

 

○JAAM の主な活動 

・最新のアセットマネジメントの関する情報提供→HP の開設、月 1以上のメルマガ発行 

・アセットマネジメントに関するセミナー、フォーラム等の教育研修事業 

・アセットマネジメントに関する意見交換、調査・研究の場を創出 

・ISO/TC251 の国際規格開発活動へ参画 

・認定アセットマネージャー国際資格検定試験の実施(東京、名古屋、大阪で 12 月 17 日に実施) 

・JAAM 会員組織が主催する研修会、勉強会、講演会、セミナーなどへの講師の派遣 等 

 

○国、地方自治体の準会員としての JAAM 入会のメリット 

・現在は、国、地方自治体は、入会費、年会費無料で入会できます。（民間法人は有料） 

・地方自治体等が主催するアセットマネジメントに関する研修会などに、JAAM からアセットマ

ネジメント、アセットマネジメントシステムに詳しい講師を派遣します。 

・会員が自由に参加して、アセットマネジメントに関する最新の知識を習得したり情報を交換し

たりする場を提供していきます。 

・すでに仙台市や愛知県は自ら ISO 55001 の認証を取得していますが、今後 ISO 55001 の取得を

考えている組織にとって有益な知識、情報を提供していきます。 

・公共調達にあたって、サービス提供者（外部委託先組織等）に ISO 55001 認証を要求する場合

の利点と調達のノウハウ等を提供していきます。 
 

問合せ先 一般社団法人 日本アセットマネジメント協会 (JAAM)事務局  

Email：inquiry@ja-am.or.jp, TEL：０３−５４１８−５５１７ 

準会員の入会申し込みは JAAM ホームページから：https://www.ja-am.or.jp 
 

-15-



-16-



今
年
度
の
見
直
し
の
進
め
方

第
3
4
回

(8
月

3
日

)
○
基
本
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て

○
脆
弱
性
評
価
に
用
い
る
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
分
析

手
法
に
つ
い
て

○
８
つ
の
事
前
に
備
え
る
べ
き
目

標
に
つ
い
て
（た

た
き
案

）
○
4
5
の
最
悪
の
事
態
に
つ
い
て
（
た
た
き
案

）

第
3
5
回

(9
月

6
日

)
○
８
つ
の
事
前
に
備
え
る
べ
き
目

標
に
つ
い
て
(草

案
）

○
4
5
の
最
悪
の
事
態
に
つ
い
て
(草

案
)

○
脆
弱
性
評
価
を
進
め
る
う
え
で
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト作

成
の
考

え
方

に
つ
い
て

第
3
6
回
・
第

3
7
回

(9
月

～
1
1
月

)
○
有
識
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

・
被
災
者
の
生
活
支

援
、
健

康
管
理

・
復

興
へ
の
備

え
・
IC
T
の
災
害
対
応
活
用

・
人

材
育

成
の
推

進
・
官
民
連
携

・
「
民
」
主

導
の
強

靱
化
の
取

組
み

な
ど

第
3
8
回

(1
2
月

)
○
脆
弱
性
（
予
備
）
評
価

の
結

果
に
つ
い
て

○
重
点
化
す
べ
き
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
選

定
に
つ
い
て

○
基
本
計
画
の
見
直
し
に
あ
た
り
特

に
配
慮

す
べ
き
事
項

に
つ
い
て

第
3
9
回

(H
3
0
年

2
月

)
○
次
期
基
本
計
画
の
主

な
推

進
項

目
に
つ
い
て

第
4
0
回

(H
3
0
年

3
月

)
○
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
2
0
1
8
に
つ
い
て
（
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
方
針

等
）

○
脆
弱
性
評
価
指
針
に
つ
い
て
（素

案
タ
タ
キ
）

並
行
し
て

第
4
1
回

(H
3
0
年

4
月

頃
)

○
脆
弱
性
評
価
の
指
針

に
つ
い
て
（素

案
決
定

）

フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を
用
い
た

脆
弱
性
(予

備
)評

価
の

検
討
【
Ｗ
Ｇ
】

H
3
0
年
度
以
降

◆
脆

弱
性

評
価

の
指

針
（
国
土
強
靱
化
推
進

本
部
決

定
）

◆
脆

弱
性

評
価

の
結
果
（
国
土
強
靱
化
推
進

本
部
報

告
）

◆
次

期
基

本
計

画
（
閣
議
決
定
）

（
参

考
）

1

参
考

H
2
9
.８
.３

第
3
４
回
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
懇
談
会

資
料
２
よ
り

-17-



- 1 -

資料５
脆弱性（予備）評価を実施するための指針(素案)

１．趣旨

○「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靱化基本法」（平成25年12月法律第95号。以下「基本法」という。）に基づく

「国土強靱化基本計画」（平成26年６月閣議決定。以下「基本計画」という。）

は、国土強靱化を取り巻く社会経済情勢等の変化や、国土強靱化施策の推進

状況等を考慮し、概ね５年ごとに計画内容の見直しを行うことと定めている。

現行の基本計画は平成26年６月に策定され、平成29年度は、計画策定から４

年目に差し掛かる時期に来ていることに鑑み、今年度より基本計画の見直し

作業を本格化させることとしている。

○基本計画の案の作成に関しては、基本法において、国土強靱化の推進を図る

上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価を行い、この結果に基づい

て作成することと定められている。

○今年度は、今後上記のような法的手続きに則って行う基本計画の見直しに先

立ち、これまでの国土強靱化に関する取組を振り返るとともに、現状に関す

る概略・予備的な調査を行うために脆弱性（予備）評価を行うこととする。

○脆弱性(予備)評価にあたっては、「起きてはならない最悪の事態」がどのよ

うなプロセスで起こりうるのかを視覚的に「見える化」し、より的確な課題

認識を関係者間で共有することを可能とするため、フローチャート分析手法

を用いて検討を進めることとしている。このため、関係府省庁の参画により、

今年６月までに、１５の重点プログラムについてフローチャート(第１案)を

作成したところである。

○今回の脆弱性(予備)評価においては、フローチャート（第１案）の作成の作

成過程を踏まえて整理した「フローチャート作成の考え方」に沿って、４５

全ての「起きてはならない最悪の事態」についてフローチャート（第２案）

を作成するとともに、これを用いて、関連施策を所管する府省庁において現

状の評価を実施し、「起きてはならない最悪の事態」を回避する上での課題

を明らかにする。

○脆弱性（予備）評価と並行して、ナショナル・レジリエンス（防災・減災）

懇談会（以下「懇談会」という。）等でも議論を進め、脆弱性（予備）評価

結果や議論結果を基に、新たな基本計画の案について検討を行っていく予定

である。
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２．脆弱性（予備）評価の前提となる事項

（１）国土強靱化の理念
現行の基本計画において掲げている理念については、現在においても変わる

ものではなく、引き続きこの理念をもって、国土強靱化を推進していく。

（２）想定するリスク
現行の基本計画では、首都直下地震、南海トラフ地震等が遠くない将来に発

生する可能性があると予測されていること、大規模自然災害が一度発生すれば、

国土の広域な範囲に甚大な被害をもたらすものとなることから、国民生活・国

民経済に影響を及ぼすリスクとして、当面は、大規模自然災害を想定すること

としている。

今回の脆弱性(予備)評価については、現在も、首都直下地震、南海トラフ地

震等の発生可能性や、大規模自然災害の被害の甚大さへの認識に変わりはない

ことから、引き続き、大規模自然災害をリスクとして想定し、評価を実施する

こととする。

（３）脆弱性（予備）評価を行う上での視点
現行の基本計画に定められた国土強靱化を推進する上での基本的な方針（別

紙１）については、現在においても重要であると考えられる。また、平成27年

３月に第３回防災世界会議において採択された「仙台防災枠組」（別紙２）に

ついても、我が国の国土強靱化を推進する上で重要な視点を与えるものである。

今回の脆弱性（予備）評価は、これらを踏まえて実施することとする。

（４）施策分野
脆弱性評価は、国土強靱化に関する施策の分野ごとに行うこととされている

(基本法第17条第４項)。

今回の脆弱性（予備）評価においては、個別施策分野は、以下の12分野とし、

また、横断的分野は、以下の５分野とする。

（個別施策分野） （横断的分野）

１）行政機能/警察･消防/防災教育等 １）リスクコミュニケーション

２）住宅・都市 ２）人材育成

３）保健医療・福祉 ３）官民連携

４）エネルギー ４）老朽化対策

５）金融 ５）研究開発

６）情報通信

７）産業構造

８）交通・物流

９）農林水産
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10）国土保全

11）環境

12）土地利用（国土利用）

（５）目標と起きてはならない最悪の事態
脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で行うこととされ

ている（基本法第17条第３項）。

今回の脆弱性（予備）評価における起きてはならない最悪の事態に関しては、

（別紙３）の８つの「事前に備えるべき目標」と、その妨げになるものとして

（別紙４）の45の「起きてはならない最悪の事態」を設定する。

３．脆弱性(予備)評価の実施項目
脆弱性(予備)評価は、以下の項目について実施する。

（１）フローチャート（第２案）の作成
「起きてはならない最悪の事態」ごとにフローチャート(第２案)を作成し、

最悪の事態がどのようなプロセスで起こりうるかを「見える化」する。

（２）現行の基本計画に基づく施策の評価
各府省庁は、「起きてはならない最悪の事態」を回避するために、現行の基

本計画に基づき実施されている施策について、施策の進捗状況や、起きてはな

らない最悪の事態に対する効果、当該事態の回避に向けた施策の達成水準の妥

当性、現行の基本計画策定以降に発生した災害を踏まえた課題等を整理し、今

後の対応に関する評価を行う。

（３）脆弱性の分析
各府省庁及び内閣官房は、現行の基本計画に基づき実施されている施策の進

捗状況やフローチャートで「見える化」された施策相互の組み合わせ状況等を

踏まえ、また、それら施策が施策の目標まで到達した状態を想定し、「起きて

はならない最悪の事態」の回避に向けて、現状を改善するために何が課題であ

り、今後どのような施策を導入するべきかについて分析・整理する。課題の分

析・整理に当たっては、必要に応じ、事業のみならず制度面での課題や、他の

主体（他府省庁、地方公共団体、民間事業者等）との連携、投入される人材そ

の他の国土強靱化の推進に必要な資源に関する課題を含めるものとする。

（４）脆弱性の総合的な評価
（１）～（３）の結果をもとに、それぞれの「起きてはならない最悪の事態」

を回避（リスクの一部低減を含む。）するための施策群（以下「プログラム」

という。）を整理し、各プログラムの達成度や進捗及びフローチャート分析の

結果を踏まえつつ、プログラムごと、施策分野ごとに現状の脆弱性を総合的に

分析・評価する。
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４．体制及びスケジュール
○今回の脆弱性（予備）評価の実施に当たっては、政府一丸となり、府省庁の垣

根を越えて取り組むこととする。具体的には、主な施策分野が類似する「起き

てはならない最悪の事態」毎にワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）

を設け、各ＷＧには、ＷＧを主催し、内閣官房とともにプログラム横断的な視

点からの検討等を行う幹事府省を置き、各ＷＧの関連施策を所管する府省庁が

それぞれ参画し、３．の手順に従い、懇談会とも連携して検討を進めることと

する。

○平成２９年１２月に、プログラムごとの脆弱性（予備）評価を、年度末までに、

脆弱性（予備）評価結果全体をとりまとめることを目標とする。
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年
１
月

23
日
策
定

鹿
児
島
県

平
成

28
年
３
月

31
日

策
定

宮
崎

県
平
成

28
年

12
月

16
日

策
定

茨
城
県

平
成

29
年

2月
24

日
策
定

三
重
県

平
成

27
年
７
月

17
日
策
定

策
定
済
み
都
道
府

県

凡
例

高
知
県

平
成

27
年
８
月

14
日
策
定

福
井
県

愛
知
県

平
成

27
年
８
月

24
日
策
定

和
歌
山
県

平
成

27
年
９
月

11
日
策
定

秋
田
県

平
成

29
年
３
月

10
日
策
定

策
定
中
（
予
定
含
む
）
県

佐
賀
県

平
成

27
年

11
月

25
日
策
定

香
川
県

平
成

27
年

12
月

15
日

策
定

長
崎
県

平
成

27
年

12
月

24
日
策
定

山
梨
県

平
成

27
年

12
月

25
日
策
定

兵
庫
県

平
成

28
年
１
月

18
日
策
定

東
京
都

平
成

28
年
１
月

20
日
策
定岩

手
県

平
成

28
年
２
月
８
日
策
定

平
成

29
年
６
月
改
訂

岡
山
県

平
成

28
年
２
月

８
日
策

定

栃
木
県

平
成

28
年
２
月

17
日
策
定

福
島
県

愛
媛
県

平
成

28
年
３
月

31
日
策
定

新
潟
県

平
成

28
年
３
月

22
日

策
定全

47
都
道
府
県
が
計
画
策
定
中
、

あ
る
い
は
計
画
策
定
済

山
形
県

平
成

28
年
３
月

24
日
策
定

長
野
県

平
成

28
年
３
月

25
日
策
定

石
川
県

平
成

28
年
３
月

25
日
策
定

鳥
取
県

平
成

28
年
３
月

29
日
策
定

山
口
県

平
成

28
年
３
月

25
日

策
定

島
根
県

平
成

28
年
３
月

30
日

策
定

富
山
県

平
成

28
年
３
月

31
日
策
定

大
分

県
平
成

27
年

11
月

16
日

策
定

沖
縄
県

広
島
県

平
成

28
年

３
月
策
定

群
馬
県

平
成

29
年
３
月

28
日
策
定

神
奈
川
県

平
成

29
年
３
月

24
日
策
定

青
森
県

平
成

29
年
３
月

27
日
策
定

埼
玉
県

平
成

29
年
３
月

27
日
策
定

宮
城
県

平
成

29
年
４
月

25
日

策
定
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4
4

平
成
２
９
年
９
月
１
日
現
在

4
0

策
定

中
（
予

定
含

む
）

策
定

中
（
予

定
含

む
）

北
海
道

札
幌
市

○
平

成
2
8
年
1
月

―
釧
路
市

○
宮
城
県

仙
台
市

美
瑛
町

○
埼
玉
県

さ
い
た
ま
市

青
森
県

む
つ
市

○
平
成
2
7
年
1
0
月

千
葉
県

千
葉
市

○
二
戸
市

○
横
浜
市

○
滝
沢
市

○
川
崎
市

○
平

成
2
8
年
3
月

―
秋
田
県

男
鹿
市

○
平
成
2
9
年
3
月

相
模
原
市

栃
木
県

宇
都
宮
市

○
平
成
2
9
年
3
月

新
潟
県

新
潟
市

○
平

成
2
7
年
3
月

―
埼
玉
県

春
日
部
市

○
静
岡
市

千
葉
県

旭
市

○
平
成
2
7
年
3
月

浜
松
市

東
京
都

荒
川
区

○
平
成
2
7
年
8
月

愛
知
県

名
古
屋
市

○
平

成
2
8
年
3
月

―
富
山
県

富
山
市

○
平
成
2
9
年
3
月

京
都
府

京
都
市

○
小
松
市

○
平
成
2
8
年
7
月

大
阪
市

○
平

成
2
8
年
6
月

―
白
山
市

○
堺
市

○
平

成
2
9
年
2
月

―
福
井
県

福
井
市

○
兵
庫
県

神
戸
市

○
平

成
2
8
年
1
0
月

―
山

梨
市

○
平
成
2
8
年
9
月

岡
山
県

岡
山
市

○
平

成
2
9
年
3
月

―
大

月
市

○
広
島
県

広
島
市

○
平

成
2
9
年
4
月

―
富
士
川
町

○
平
成
2
9
年
3
月

北
九
州
市

○
道
志
村

○
平
成
2
9
年
3
月

福
岡
市

富
士
河
口
湖
町

○
熊
本
県

熊
本
市

松
本
市

○
平
成
2
7
年
5
月

飯
田
市

○
伊
那
市

○
平
成
2
9
年
3
月

駒
ヶ
根
市

○
平
成
2
9
年
3
月

千
曲
市

○
東
御
市

○
平
成
2
8
年
3
月

神
奈
川
県

静
岡
県

大
阪
府

福
岡
県

国
土

強
靭

化
地

域
計

画
の

策
定

に
向

け
た
取

組
み

（
予

定
を
含

む
）
状

況

都
道

府
県

政
令

指
定

都
市

名

計
画

策
定

状
況

都
道

府
県

市
区

町
村

名

計
画

策
定

状
況

策
定

済
み

策
定

済
み

計
画

策
定

済
み

計
画

策
定

中
（
予

定
含

む
）

北
海
道

岩
手
県

石
川
県

山
梨
県

長
野
県

国
土
強
靱
化

地
域

計
画

の
策

定
に
向

け
た
取

組
み

（予
定

を
含
む
）を

公
表
し
て
い
る
市
区
町
村
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策
定

中
（
予

定
含

む
）

策
定

中
（
予

定
含

む
）

岐
阜
市

○
鳥
取
市

○
羽
島
市

○
日

吉
津
村
（
※
）

○
海
津
市

○
大

山
町
（
※
）

○
島
田
市

○
南

部
町
（
※
）

○
焼
津
市

○
平

成
2
9
年
5
月

伯
耆
町
（
※
）

○
掛
川
市

○
平

成
2
8
年
2
月

日
南
町
（
※
）

○
小
山
町

○
平

成
2
8
年
5
月

日
野
町
（
※
）

○
豊
橋
市

○
平

成
2
9
年
3
月

江
府
町
（
※
）

○
豊
川
市

○
島
根
県

松
江
市

○
田
原
市

○
平

成
2
8
年
4
月

岡
山
県

倉
敷
市

○
三
重
県

南
伊
勢
町

○
平

成
2
7
年
1
0
月

牟
岐
町

○
滋
賀
県

東
近
江
市

○
平

成
2
8
年
3
月

美
波
町

○
平
成
2
8
年
8
月

大
阪
府

泉
佐
野
市

○
海
陽
町

○
平
成
2
8
年
1
0
月

兵
庫
県

芦
屋
市

○
平

成
2
9
年
2
月

板
野
町

○
平
成
2
9
年
3
月

和
歌
山
市

○
平

成
2
8
年
2
月

愛
媛
県

大
洲
市

○
海
南
市

○
高
知
市

○
平
成
2
7
年
7
月

御
坊
市

○
平

成
2
9
年
2
月

佐
川
町

○
田
辺
市

○
大
分
県

大
分
市

○
平
成
2
8
年
1
2
月

紀
美
野
町

○
鹿
児
島
県

瀬
戸
内
町

○
湯
浅
町

○
広
川
町

○
平

成
2
7
年
7
月

上
富
田
町

○
平

成
2
8
年
1
0
月

那
智
勝
浦
町

○
平

成
2
8
年
3
月

太
地
町

○
平

成
2
9
年
3
月

古
座
川
町

○
平

成
2
9
年
3
月

北
山
村

○
平

成
2
8
年
5
月

串
本
町

○
（
※
）
６
町
１
村
が
合
同
で
一
の
地
域
計
画
を
策
定
予
定

愛
知
県

和
歌
山
県

鳥
取
県

都
道

府
県

市
区

町
村

名

計
画

策
定

状
況

策
定

済
み

高
知
県

徳
島
県

策
定

済
み

都
道

府
県

市
区

町
村

名

岐
阜
県

静
岡
県

計
画

策
定

状
況
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（１）道路ネットワークの確保 

 

 

 

 

 

 

 ア. 高速道路ネットワーク等の整備 

 救助や物資供給を行うための“命の道”となる紀伊半島一周高速道路、国土軸

につながる京奈和自動車道の整備や２車線区間の４車線化、直轄国道や府県間

道路等の整備を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〈実施方針〉 

災害時の救助や物資供給に必要な広域的な道路ネットワークの整備促進を図る

とともに、県内各地に迅速かつ確実に物資等を送ることができる県内道路網を

構築する。 

〈具体的な施策〉 

現状 目標 実施主体

54％（H26） 89％（H35） 国

28％（H26） 66％（H33）
国
NEXCO

西日本

田辺～すさみ間 工事施工中（H26） 開通（H27） 国

那智勝浦道路 工事施工中（H26） 開通（H27） 国

すさみ串本道路 測量調査中（H26） 工事推進中（H31） 国

新宮紀宝道路 測量設計中（H26） 工事推進中（H31） 国

串本～太地間 － 新規事業化 国

新宮～熊野間（新宮

紀宝道路は除く）
－ 新規事業化 国

有田～南紀田辺

の４車化の整備
用地取得中（H26） 工事推進中（H31） 国

京奈和自動車道 紀北西道路 工事施工中（H26） 開通（H28） 国

国道26号 和歌山岬道路 工事施工中（H26） 開通（H28） 国

有田海南道路 用地取得中（H26） 工事推進中（H31） 国

冷水拡幅 工事施工中（H26） 工事推進中（H31） 国

田辺西バイパス
部分供用（H25）

工事施工中（H26）
工事推進中（H31） 国

紀伊半島一周高速道

路

指標

国道42号

高速道路（近畿自動車道紀勢線

府県境～南紀田辺間、京奈和自動車道全線）

の４車線での整備率

高速道路の予定延長に対する

（２車線供用区間を含む）供用率

和歌山県国土強靱化地域計画
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 イ. 幹線道路ネットワーク等の整備 

 助かる命を救うため、発災後72時間以内に救助・救援活動が展開できる道路ネ

ットワークを整備する。 

 災害に強い道路ネットワークを確保するため、Ｘ軸ネットワーク道路や川筋ネ

ットワーク道路などの幹線道路を重点的に整備してきたが、主要幹線道路のリ

ダンダンシー確保の観点から、幹線道路やそれを補完する道路を引き続き整備

する。 

 集落間や他の道路と連絡する農林道を幹線道路の迂回路として活用できるよう、

農林道の保全対策を一層促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状 目標 実施主体

国道169号 奥瀞道路（Ⅱ期） 工事施工中（H26） 開通（H27） 国

国道480号 鍋谷峠道路 工事施工中（H26） 開通（H28） 国

国道371号 新紀見トンネル 測量設計中（H26） 完成（H31）
県

大阪府

－ 調査着手

－ 調査推進

国道169号 奥瀞道路延伸部 － 調査着手

指標

京奈和自動車道の第二阪和国道までの延伸

（仮称）京奈和関空連絡道路の整備

現状 目標 実施主体

－ 100％（H39）
国

県

57%(H26) 94％（H39）
国

県

整備中 H29 概成 県

１橋（H25）
15橋・100％
（H31）

市町村

9橋（H25）
35橋・100%

（H31）
市町村

川筋ネットワーク道路の整備

Ｌ＝15m以上の農道橋の耐震診断実施数

人家や公共施設と連絡する重要な林道におけ

るＬ＝15m以上の林道橋の点検診断実施数

発災後72時間以内に救助活動等が

展開できる道路ネットワーク整備

代替性確保のための道路ネットワーク整備

指標
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

社会資本情報プラットフォーム

資料４－２

社会資本情報プラットフォームについて

1

○ 平成29年度から平成33年度までの5年間を計画期間とする新たな「国土交通省技術基本
計画」において「社会資本情報プラットフォーム（※）」を位置づけ、国だけでなく、自治体の
インフラ情報も蓄積し、情報の相互利用が可能な体制を構築することとしている。

○ 社会資本情報プラットフォームについては平成29年3月に試行版を公開し、一般利用者等
における利活用を開始している。

※「社会資本情報プラットフォーム」：国・自治体等の各分野のインフラ情報を蓄積し、情報の相互利用可能とするデータベース

道路分野 河川分野 港湾分野 等

国、地方公共団体、高速道路会社 国、地方公共団体 国、地方公共団体、管理組合

社会資本情報プラットフォームの概念図

国、地方公共団体 一般利用者 民間企業

データ蓄積

データ利活用

各分野ごとの
台帳情報、維持管理情報等を
蓄積、利活用を促進する。

社会資本情報プラットフォーム

-1-



統計処理機能（施設数・建設年代数）

クリック

左タブの「施設の数を調べる」から「施設別」「地域別」「建設年代別」の施設の検索結
果が表示可能。

地域別・年代別を合わせた分析結果も表示可能。

クリック

例） トンネル 地域別施設数

例） トンネル 地域別・建設年代別 施設数

2

地図表示機能

左タブの「施設の配置を地図で見る」から地域別の施設の地図表示が可能。

施設一覧の表示後に「地図上で表示する」をクリックすることで指定した分野・施設の地図
表示が可能。

クリック

※地図表示については緯度・経度情報が
登録されている施設のみ表示します。

航路標識

公園

官庁施設

（表示の色分け）
1950年代以前
1950年代
1960年代
1970年代
1980年代
1990年代
2000年代
2010年代 3-2-



一覧機能

クリック

左タブの「施設の一覧を見る」から「施設別」「地域別」「建設年代別」の施設一覧の結
果が閲覧可能。

複数分野を選択することができ、分野横断的な検索が可能。

（例）「建設年次1980年～2000年」の「東京都」所在の「橋梁＋ダム」等

4

社会資本情報プラットフォームの進捗状況

5

・ 社会資本情報プラットフォームへ登録済みのデータ

・ 平成２９年度末までに登録を予定しているデータ

・ 「○」：入力済
・ 「×」：未入力
・ 「－」：対象無

・平成29年度登録予定の赤着色欄のデータを入力 ⇒直轄施設とその点検記録を概ね網羅
・座標データについては、入力・確認済のものから順次取り入れる
・地方公共団体のデータについて、登録をお願いする

直轄施設 地公体施設 その他施設 座　標 都道府県名 市町村名 建設年度 諸　元 点検記録

道路分野
（橋梁、トンネル等）

○ ○ NEXCO等 × ○ ○ ○ ○ ○

河川構造物 ○ × － × ○ ○ ○ ○ ×→○

ダム ○ ○ 水資源機構 ○ ○ × ○ ○ ×→○

砂防 ○ × － × ○ ○ ○ ○
点検実施年度
点検手法

下水道
（管路）

－ ○ － × ○ ○ ○ ○ ×→○

海岸 ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ×

港湾分野
（係留施設）

○ ○ 管理組合 × ○ × ○ ○ ○

公園 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○
遊具点検有無
最新点検年

空港 ○ ○ 民間会社 ×→○ ○ ○ ○ ○ ×

航路標識 ○ － － ○ ○
○

or港湾名
○ ○ ×→○

自動車道 － －
民間会社
地方公社

× ○ ○ ○ ○ ×

官庁施設 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ×

分野名
項　目
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